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はじめに 

平成３０年度は４月から実施された３年に１度の障害福祉サービス報酬改定があり、



 

 

 

 

高工賃を支給している就労継続支援Ｂ型事業所に対して支給されていた「工賃倍増達成

加算」が報酬化される形で廃止されましたが、平均月額工賃３万円以上（全国平均の約

２倍）を支給している事業所にとって大きな減額となり、ドリームワークそてつもその  

影響を受けました。 

就労移行支援事業についても、「就労定着支援」が事業化されましたが、一般就労者

に対して行っていた就労定着支援の報酬や加算、基本報酬についても減額となり、非常

に厳しい運営状況となっています。 

 一方、次期報酬改定に向けての議論がすでに行われておりますが、全国的な傾向とし

て利用者の重度化・高齢化が大きな課題となってきています。  

ドリームワークそてつの中心的事業である「就労継続支援Ｂ型事業」については、 

利用者の重度化・高齢化を背景に「生活介護事業」との“違い”の明確化が次期報酬改

定に向けての課題になっており、利用者の工賃向上に対してはあまり活発な議論になっ

ておりません。 

ドリームワークそてつには、毎年５～６名の特別支援学校の新卒者が利用者として入

ってきており、一見、重度化・高齢化が差し迫った課題になっているように見えません

が、小規模作業所時代や法人化直後に入ってきた利用者やその保護者の高齢化は確実に

進んでおり、若年層の利用者や保護者との二極化が顕著になってきています。その為、

そてつへの通所利用が困難になった高齢利用者への対応については、他の入所系施設や

介護系サービス事業との連携が必要不可欠となっており、入所施設が減少しているな

か、長年そてつに通所していた利用者が安心して利用できる２４時間対応型のサービス

機能をもった事業の展開も視野に入れる時期になってきています。  

 また、地域に於いては、平成３３年（２０２１年）４月に赤十字病院跡地に特別支援

学校の開校が予定されており、通学する児童と共に、地域の高齢者への福祉サービスの

需要が高まる事が予想されます。  

 今後、就労移行支援事業、就労継続支援Ｂ型事業の「就労系サービス」の報酬費の増

額が見込まれないなか、そてつの会が長期的なビジョンを持って地域の「社会福祉法

人」として、様々な福祉ニーズに対応しつつ業務の多様化を図ると共にリスクの分散を

行い、３年毎に行われる報酬改定に一喜一憂することのない、足腰の強い組織運営と発

展に努めて参ります。 

Ⅰ.  重 点 事 業 

１．関係機関団体との連携や協力を密にした、就労移行支援事業による一般就労の促進

及び就労定着支援事業による就労定着の強化 



 

 

 

２．利用者の高齢化や重度化への対応及び重度者対応型「日中支援型グループホーム」

運営に向けた需要調査、研究 

３．県立那覇Ａ特別支援学校（仮称）の開校に向け、障害児を対象とした福祉サービス

の運営及び、地域の高齢者を含む「共生型」事業の運営に向けた研究  

４．「ふれあい館」跡地の買い取りに向けた那覇市との交渉及び利用計画の策定  

５．地域貢献活動の研究及び実施、地域貢献ネットワークの構築  

 

 

Ⅱ． 法 人 本 部 事 業 

１．理事会・評議員会の開催  

２．就労支援事業所・就労定着支援事業（併設）の経営 

（１）就労移行支援事業所ドリームワークそてつ（定員２０名）  

（２）就労定着支援事業所ドリームワークそてつ（就労移行支援と併設）  

（３）就労継続支援Ｂ型事業所ドリームワークそてつ（定員４０名） 

（４）就労継続支援Ｂ型事業所ドリームワークそてつの実（定員４０名) 

（５）就労継続支援Ｂ型事業所ドリームワークそてつの森（定員２０名）  

３．グループホーム“つぼがわそてつの家”“うえばるそてつの家”“おろくそてつの家”

の経営 

４．指定相談支援センターそてつの経営 

５．地域貢献室の運営 

６．研修会への参加 

７．資金造成の取り組み 

 

 

Ⅲ．就労移行支援事業所ドリームワークそてつ、就労定着支援事業所

ドリームワークそてつ、就労継続支援Ｂ型事業所ドリームワーク

そてつ・そてつの実・そてつの森の経営 

  グループホームそてつの家の経営 

  指定相談支援センターそてつの経営、地域貢献室の運営 

１．就労移行支援事業所  ドリームワークそてつの経営 

 ・支援方針  

一般就労を希望する利用者に対して、生産活動、施設外就労、職場実習等を提供

するとともに、その他、就労に必要な知識やマナー向上のために必要な訓練、求職

活動に関する支援等を行い、２ヵ年以内に一般就労を目指していく。  



 

 

 

 

 ・定員２０名 

・実施に当たっては、就労支援機関のハローワークや障がい者職業センター、障害者

就業・生活支援センター、ジョブコーチ、那覇市ジョブサポーター等派遣事業等と

の連携や、地域の企業や生産活動で仕事を提供していただいている企業等への職場

実習や就職を依頼していく。  

・施設内外での諸活動を通して、あいさつや言葉遣い、身だしなみ、整理整頓等の基

礎的な訓練を実施し、一般就労に対する意識を高めていく。 

 

２．就労定着支援事業所  ドリームワークそてつの経営 

 ・支援方針  

就労定着支援事業により一般就労し半年を経過した利用者へ対し職場定着を支援

していく。 

 

３．就労継続支援Ｂ型事業所  ドリームワークそてつ・そてつの実・そてつの森の経営 

 ・支援方針  

就労移行支援事業を利用したが、企業、あるいは就労継続支援事業（Ａ型）で雇

用されることがなかった利用者や、離職された方、仕事をすることで社会的自立を

目指したい方に働く場を提供するとともに、一般就労に必要な知識及び能力の向上

のために必要な訓練を行う。 

また、５０才以上で、一般就労が難しい利用者に対して、生産活動の場を提供す

るとともにレクリエーション・その他の活動の機会を提供し、社会生活に必要な知

識及び能力の向上のために必要な支援を行う。  

 

(1)ドリームワークそてつ    

 ・定員 ４０名 

 ・自主製品の製造販売や企業からの請負作業等の生産活動に取り組む。 

 ・生産活動 

自主製品  生産活動の中核である“そてつのパン”の品質向上や新製品の開発等を図

り、多くの注文に対応できるよう利用者･職員が協力して取り組む。 

請負作業  ミヤギパッケージの中元･歳暮用箱の組立て作業ならびにうりみばえの羽化

箱の網はり作業、名護パイン園のチラシ折り作業、 J･TAPのパンフレット

ピッキング作業、セルラー携帯電話の解体作業、ガトースヴニールの菓子

詰め作業等を中心に取り組む。 



 

 

 

 

(2)ドリームワークそてつの実   

 ・定員 ４０名 

 ・特色のある自主製品の生産･販売を中心に、請負作業等の生産活動に取り組む。 

 ・生産活動 

自主製品  精米事業を中心に、縫製関連のオリジナル製品の製作販売にも取り組

む。また、「屋内型野菜工場・そてつの風」での野菜の生産及び販売に

取り組む。 

請負作業  ㈱寄宮のパンケーキ製造作業（業務委託）、他請負作業等の生産活動に

取り組む。 

 

 (3)ドリームワークそてつの森  

 ・定員 ２０名 

 ・ドロップス技術を活用した自主製品つくりに取り組む。  

 ・生産活動 

自主製品  特許技術である「ドロップス」技術を活用したステッカー制作を中心

に、看板、アート作品等の制作、販売に取り組む。  

 

４．「グループホームそてつの家」の経営  

 ・つぼがわそてつの家   定員 ５名（男性３名、女性２名） 

 ・うえばるそてつの家   定員 ６名（男性３名、女性３名） 

 ・お ろ く そ て つ の 家  定員 ６名（男性６名） 

 ・知的障がい者の地域での自立生活の支援を行う。  

 ・福祉協会主催の地域生活者交流会への参加。  

 ・地域での行事に参加し地域の方と交流を図る。  

 

 

５．「指定相談支援センターそてつ」の経営 

 ・入所施設、病院等から退院し地域で生活する障害者の相談支援を行う。 

 ・福祉サービスを利用する障害者のサービス等利用計画書を作成する。 

 

６．「地域貢献室」の運営 

 ・地域貢献のあり方、利用者や地域の社会福祉のニーズへの対応を研究し、地域や

関係機関と連携を図りながら地域貢献活動を実施する。  

 ・古蔵中央通り会の空き店舗を地域に開放し、地域の福祉ニーズを掘り起こしていく。 



 

 

 

 

 

７．健康管理 

常に利用者の健康状態を把握し、家族や主治医と連絡を取り合い、心身の健康保持

に留意するとともに、年１回の健康診断を実施する。急病やケガ等の緊急時の場合は､

協力医療機関である沖縄協同病院を中心に対応を依頼する。  

各事業所・フロアにて朝礼時と午後の作業開始時にラジオ体操を取り入れ、また３

階の防球ネットを設備したベランダで昼の休憩時間等を利用してバレ－ボールやティ

ーボール等の軽スポーツ活動をし、利用者の健康増進に努める。スポーツ大会等の行

事前には、古蔵中学校のグラウンドを借用しティーボールやグラウンドゴルフの練習

にも取り組む。 

 

８．防災･避難訓練 

(1)万一の災害に備え、全職員が通報、消火、避難誘導、防護、応急救護の役割を分担

し、防災･避難訓練を年２回実施する。  

(2)３．１１東日本大震災を教訓に、今後起こると言われる南海トラフ地震や津波発生

時に備え、作成したマニュアルに沿った避難訓練を実施する。 

 

９．日課 
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10．利用者の自主的な活動の支援  

利用者の自主性と自己決定を尊重し、利用者の声を施設経営に反映するため、利用

者自身の意見を聞いて各種活動・行事を実施する。  

 

11．教養娯楽 

平日の日課とは別に、毎月誕生会の開催。スポーツ大会等への参加やカラオケ大

会、日帰りピクニック、忘・新年会等を実施する。取り組みに当たっては利用者の希

望や意見を反映して実施する。ボウリング大会やそてつまつり、新年会・成人祝い等を

保護者会との共催事業として開催する。 

また、昼の休憩時間等を利用してバレ－ボールやティーボール等の軽スポーツを取



 

 

 

り組み、３階会議室ではカラオケ等のレクリエーション活動に取り組む。  

 

12. 給 食  

利用者に対し毎日昼食を提供していく。食事の提供にあっては、給食会議等により

常に利用者の身体的状況・作業量等を勘案した献立を作成し調理・提供する。  

なお、ドリームワークそてつ（就労移行）・そてつの実・そてつの森の利用者はそ

てつに移動して食事をとり、常日頃からそてつ利用者と交流できるように努める。  

 

13. 苦情解決窓口の設置 

提供した福祉サービスに対する利用者や保護者からの苦情に適切に対応するために、苦情解

決窓口を設置する。 

 

14．会 議 

利用者の支援に関する具体的課題について常に検討し、定期的に職員会議、ケース

会議や支援会議等を開催する。  

 

15. 研 修 

職員の資質向上により利用者の発達支援に寄与するため、職員を各種研修会へ派遣

すると共にそてつ独自の職員研修会を開催する。  

   

16. 広報誌の発行 

職員で構成した編集委員会で広報誌を作成し、保護者や役職員、関係機関団体等に

配付する。 

17. 職員の福利厚生 

 (1)職員の健康診断の実施。 

 (2)レクリエーション等による職員交流会の開催。 

 

18. 保護者会との連携 

  日頃から保護者との関係を密にして、保護者会に職員も参加し、保護者との交流を

深めると共に保護者会の各種行事へも積極的に参加協力する。  

 

19. 地域貢献・ボランティア活動の推進及び地域との交流活動等  

(1)保護者や一般市民に対してパンの店舗販売のボランティア活動を呼びかけ、利用者

とボランティアの交流を図るとともに、パンの店舗販売を促進する。  

(2)古蔵中学校との共催でボランティア活動体験講座を開催し、中学生に知的障がい者



 

 

 

 

に対する理解を深めてもらうと同時に、利用者の社会性を育成していく。  

(3)地域の環境美化活動に取り組み、地域住民との交流を図る。  

(4)古蔵向陽自治会、古蔵自治会、古蔵中央通り会等の会員として、地域行事等に積極

的に参加する。 

(5)那覇美らさくらまつりへの参加。 

(6)ドリームワークそてつおよびそてつの実・そてつの森の施設機能や設備を積極的に

地域自治会及び関係機関に開放・提供し、地域福祉の拠点となるよう努める。  

(7)ボランティア活動希望者を積極的に受け入れる。  

(8)大学の介護等体験や専門学校等の実習生を積極的に受け入れ、知的障がいに関する

啓発活動に努める。 

(9)地域貢献室を無料塾として地域へ開放し、不登校児や学習困難児の学習支援を行

い、支援する児童に対してそてつのパンをおやつとして提供する。  

(10)その他、地域の低額で運営されている塾にそてつのパンを提供する。  

(11)地域包括支援センター古波蔵と連携し※スマイルキャッチを実施し地域の老人の見守

りに取り組む。 

 

※スマイルキャッチ： 

地域包括支援センター古波蔵と地域の老人宅へ定期的に米やパンの配達を行い、

その際に本人の健康状態の観察や要望・困っていること等を聞き取ることで今後の

支援に繋げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

２０１９年度年間行事計画書 
 

月 
そてつの年間行事計画  

関係機関団体の行事計画 
施 設 の 行 事 等 

法人の行事等 

法  人 

2019年  
４  

・Ｈ 30年度末ボーナス会議  

 
 

・古蔵向陽自治会総会  

・保護者会総会  20日 (土 )予定  

５  ・特別支援学校実習生受け入れ２週間  
 ・業務、会計監査  
  (中旬頃 ) 
 ・理事会  

 

６  
・防災訓練   

・特別支援学校実習生受け入れ２週間  

・介護等体験の受け入れ  

・定時評議員会  

・福祉協会チャリティボウリング大会  

・九州地区地域生活者交流会  

・沖縄県施設利用者親善球技大会   

６月 28日 (金）・７月５日 (金）  

７  
・古蔵中ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動体験  

（夏休み期間中）  
 

・全国施設長等会議   

７月 22日㈪～ 23日㈫  
・九州地区職員研修会  

８  

・そてつ・保護者会共催交流  

ボウリング大会３日 (土 )予定   

・ 2019年度夏期ボーナス会議  

 ・旧盆休み  ⇒  15日 (木）※  ウークイ  
旧盆：８月 13日・ 14日・ 15日  

９  
・支援方針会議   

９日 (月 )～ 13日 (金）   

・ ゆ う あ い ス ポ ー ツ 大 会  2 8日 (土 )
（沖縄市）  

１０  
・そてつまつり  18日 (金 )予定  

・特別支援学校実習生の受入れ   

２週間  

 
 

１１  
・日帰りピクニック  15日 (金 )予定  

・工賃会議  
 

・九州地区施設長会議  

・古蔵向陽  

・古蔵自治会敬老会  

１２  

・ 2019年度冬期ボーナス会議  

・大掃除  26日 (木）  

・利用者忘年会・仕事納め   

27日 (金）  

 ・ YOU･Ｉ (ゆい )ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ  
11月下旬～ 12月上旬  

2020年  
１  

・仕事始め・新年の集い  6日 (金）  

・新年会及び成人祝い  17日 (金）  

・実習生の受入れ  ２週間  

  
 

２  

・那覇美らさくらまつり  8日 (土 )予

定  

・防災訓練  13日 (木 )予定  

・支援方針会議   

17日 (月 )～ 21日 (金）  

 ・全国社会就労センター長研修会  

３  

・三者面談  ２日 (月 )～ 19日 (木 ) 

・カラオケ大会  ６日 (金）  

・津波避難訓練  11日 (水 )予定  

・職員研修会   27日 (金）  

 ・理事会 ・沖縄県地域生活者交流会   

その他の行事 ・誕生会：毎月第３金曜日      ・工賃日：毎月 15日工賃支払い 

 


